
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２３春闘の会社回答（3/14）から３日間で、回答に対する組合員・社員の声が、５１２０件も寄せ

られました。その声の圧倒的多数は「納得できない」「足りない」「不満」という声でした。その声を

受け中央本部は申１２号「歴史的な物価高から生活を守り、将来へのモチベーション維持・向上を

実現するための 2023年度賃金引上げ等に関する再申し入れ（3/17）」を行いました。 

 

― 申１２号 申し入れ項目 ― 
 

ＪＲ東労組申第９号「２０２３年度賃金引き上げ等に関する申し入れ」に対する回答の根拠を明確

にするともに、直面する歴史的な物価高から生活を守り、将来へのモチベーション維持・向上を実

現するため、以下の内容を実施すること。 

➀２０２３年４月１日以降のＪＲ東労組組合員・社員の基本給を一律１０，０００円（定期昇給を含

まない）引き上げるに修正すること。 

➁２０２１年４月１日に実施した、満５５歳未満（当時）の組合員・社員に対する定期昇給のカット

分を別途支給すること。 

➂直面する歴史的な物価高の中における生活応援措置として、全社員に一律１０万円を支給

すること。 

➃回答については、２０２３年３月２９日までとすること。 

 

 

中央本部は、申１２号交渉に向けて緊急アンケートを実施

します。「申１２号を読んで、あなたが会社に主張したいこと」

を教えて下さい！緊急アンケートは、「ＪＲ東労組ホームペー

ジのバナー」もしくは右の「ＱＲコード」からアクセスして

下さい。 
 

 

 

 

▲「緊急アンケート」バナー（ＪＲ東労組ＨＰ） 

発行責任者 佐藤英樹 
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